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大
姫
と
義
高
の
悲
恋 

 

治
天

ち

て

ん

の
君 

奈
良
時
代
よ
り
継
承
さ
れ
て
き
た
藤
原
家
に
よ

る
摂
関
政
治
は
、
平
安
時
代
の
第
七
十
代
白
河
天
皇

（
一
〇
七
三
・
皇
位
継
承
）
に
よ
っ
て
、
天
皇
親
政

に
移
っ
て
い
く
。 

さ
ら
に
は
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
天
皇
の
御
位

を
堀
河
天
皇
に
譲
位
し
、
自
ら
は
上
皇
に
就
任
し
、

ま
た
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
第
七
十
四
代
鳥
羽

天
皇
の
時
代
に
移
っ
て
も
白
河
上
皇
に
よ
る
院
政

は
ま
す
ま
す
強
め
て
い
く
。 

白
河
院
と
呼
称
さ
れ
、
ま
た
、
「
治
天
の
君
」
と

も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
代
か
ら

朝
廷
を
守
護
す
る
大
番
役
は
、
専
属
の
「
北
面
の
武

士
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 

後
に
は
、
こ
の
北
面
の
武
士
に
平
清
盛
、
源
義
朝
も

名
を
連
ね
て
き
ま
す
。 

 

 

白
河
院
は
、
日
宋
貿
易
で
富
を
蓄
え
献
上
す
る
平

忠
盛
を
重
用
し
、
忠
盛
に
は
、
そ
の
授
与
品
と
し
て

祇
園
女
御
を
与
え
た
と
伝
わ
る
。
こ
の
時
、
祇
園
女

御
は
清
盛
を
身
籠
っ
て
い
た
の
で
は
？
と
い
う
歴

史
上
の
話
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
白
河
院
は
、
鳥
羽
天
皇
へ
妃
と
し
て
、
待

賢
門
院
を
勧
め
る
。
そ
し
て
、
間
も
な
く
妃
よ
り
誕

生
し
た
後
の
第
七
十
五
代
崇
徳
天
皇
に
つ
い
て
は
、

夫
の
鳥
羽
天
皇
は
、
少
な
か
ら
ず
白
河
院
と
待
賢
門

院
の
間
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
？
と
の
疑
い

が
晴
れ
ず
、
白
河
院
が
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
に

薨
去
す
る
と
、
一
気
に
寵
臣
を
含
め
た
騒
乱
の
時
代

に
突
き
進
ん
で
い
く
。 

白
河
院
の
後
に
は
、
鳥
羽
上
皇
が
院
政
を
敷
き
、

崇
徳
天
皇
派
と
次
第
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。 

源
義
朝
と
義
賢

よ
し
か
た

の
誕
生 

源
義
家
を
祖
父
に
も
つ
、「
源
為
義
」
は
京
に
て
、

永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
誕
生
す
る
。
成
人
し
、
源 

 

氏
の
棟
梁
と
し
て
白
河
院
か
ら
鳥
羽
天
皇
に
伺
候

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
初
期
の
為
義
は
、
院
と
の

関
係
が
深
く
、
即
位
し
た
ば
か
り
の
鳥
羽
天
皇
の
警

護
を
し
て
い
た
と
い
う
。
同
じ
年
の
平
忠
盛
と
並
ん

で
、
保
安
五
年
（
一
一
二
四
）
の
比
叡
山
延
暦
寺
の

強
訴
に
も
動
員
し
て
い
る
。 

為
義
の
最
初
の
妻
は
、
白
河
院
近
臣
の
藤
原
忠
清

の
娘
で
、
長
男
の
義
朝
（
頼
朝
の
父
）
を
保
安
四
年

（
一
一
二
三
）
に
生
ん
で
い
る
。 

し
か
し
、
度
重
な
る
朝
廷
と
摂
関
家
と
の
不
祥
事

に
巻
き
込
ま
れ
、
鳥
羽
院
（
白
河
院
の
薨
去
後
の
呼

称
）
の
信
任
を
失
っ
て
い
く
が
、
藤
原
頼
長
に
接
近

し
、
崇
徳
天
皇
に
臣
従
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、
為
義
は
子
沢
山
に
恵
ま
れ
、
次
男
の
義
賢

は
、
母
が
六
条
太
夫
重
俊
の
娘
（
？
）
と
伝
わ
る
が

生
年
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
長
男
の
義
朝
と
は
幾

年
も
違
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

不 

和 
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 成

人
し
た
義
朝
は
、
父
の
為
義
と
の
関
係
が
芳
し

く
な
く
、
都
か
ら
曾
祖
父
・
頼
義
の
故
郷
で
あ
る
東

国
へ
（
鎌
倉
）
下
向
し
、
在
地
豪
族
を
組
織
し
勢
力

を
伸
ば
し
て
い
く
。
そ
の
時
、
三
浦
豪
族
の
娘
と
の

間
に
、
長
男
の
源
義
平
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。 

そ
の
勢
い
に
乗
っ
て
再
び
都
に
戻
っ
て
、
久
安
三

年
（
一
一
四
七
）
に
は
正
室
に
熱
田
大
神
宮
宮
司
藤

原
季
範
の
娘
・
由
良
御
前
を
娶
り
、
そ
の
二
人
の
間

に
は
嫡
男
（
三
男
）
の
頼
朝
を
も
う
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

義
朝
は
妻
の
父
で
、
院
近
臣
の
藤
原
季
範
の
後
ろ

盾
を
得
て
、
鳥
羽
院
や
関
白
の
藤
原
忠
道
に
も
接
近

し
、
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
に
は
「
下
野
守
」
を

任
じ
ら
れ
る
の
で
す
。 

一
方
、
弟
の
義
賢
は
、
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）

に
は
、
後
の
第
七
十
六
代
近
衛
天
皇
で
あ
る
東
宮
・

体
仁
（
な
り
ひ
と
）

親
王
を
警
護
す
る
東
宮
帯
刀
先
生

（
と
う
ぐ
う
た
ち
は
き
の
せ
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
重
要
な
官

職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
左
大
臣
・
藤
原 

 

頼
長
の
所
有
す
る
能
登
国
の
預
所
職
と
な
り
、
年
貢

の
徴
収
を
行
っ
て
い
る
。 

兄
・
義
朝
が
下
野
守
に
就
任
し
南
関
東
に
勢
力
を

伸
ば
す
と
、
義
賢
は
、
父
・
為
義
の
命
に
よ
り
義
朝

に
対
抗
す
べ
く
都
よ
り
北
関
東
へ
下
っ
た
。
上
野
国

多
胡
（
現
在
の
高
崎
）
を
領
し
、
武
蔵
国
の
最
大
勢

力
で
あ
る
秩
父
重
隆
と
結
ん
で
、
そ
の
娘
を
娶
り
ま

す
。 そ

し
て
、
武
蔵
国
比
企
郡
大
蔵
（
現
在
の
埼
玉
県

比
企
郡
嵐
山
町
）
に
館
を
構
え
、
長
男
・
仲
家
、
次

男
・
駒
王
丸
が
誕
生
す
る
。 

し
か
し
、
義
賢
は
、
鎌
倉
の
義
朝
・
義
平
と
の
間

で
領
地
の
争
い
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
八
月
、
鎌
倉
・
義
平
に
、
住
い
の
大

蔵
館
を
襲
撃
さ
れ
、
義
賢
は
義
父
の
秩
父
重
隆
と
共

に
討
ち
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
。 

そ
の
時
、
大
蔵
館
に
居
た
、
駒
王
丸
は
、
畠
山
重

能
、
斎
藤
実
盛
ら
の
計
ら
い
で
信
濃
木
曽
谷
（
木
曽

村
）
に
逃
れ
、
中
三
権
守
（
ち
ゅ
う
ぞ
う
ご
ん
の
か
み
） 

 

の
中
原
兼
遠
に
預
け
ら
れ
、
後
の
源
義
仲
（
木
曽
義

仲
）
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

木
曽
義
仲 

 

逃
げ
延
び
た
二
才
の
駒
王
丸
は
、
木
曽
谷
で
に
育

て
ら
れ
、
十
三
才
で
元
服
し
「
木
曽
次
郎
」
と
名
乗

り
「
木
曽
義
仲
」
と
な
っ
て
い
く
。 

少
年
期
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
歴
史
的
な
記

録
は
伝
承
と
し
て
、
諏
訪
神
社
の
下
社
・
宮
司
で
あ

る
「
金
刺
盛
澄
」
に
預
け
ら
れ
修
業
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。 

二
十
七
才
の
時
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
後
白

河
法
皇
の
二
男
・
以
仁
王
に
よ
る
平
家
追
討
の
「
令

旨
」
が
叔
父
の
「
源
行
家
」
か
ら
拝
戴
し
、
そ
の
年

の
九
月
七
日
に
は
挙
兵
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。 

信
濃
国
の
平
家
軍
を
破
り
、
父
の
遺
領
で
も
あ
る

上
野
国
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
鎌
倉
源
氏 
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権
威
と
足
利
源
氏
、
甲
斐
武
田
の
勢
力
が
、
こ
こ
に

も
及
ん
で
い
た
た
め
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。 

平
家
の
追
討
を
北
陸
の
地
に
集
中
し
連
戦
連
勝

を
繰
り
返
し
て
い
く
。 

ま
た
、
そ
の
時
の
義
仲
軍
中
に
は
、
頼
朝
が
鎌
倉

幕
府
の
立
ち
上
げ
の
時
、
頼
朝
に
反
旗
を
翻
し
、
頼

朝
に
戦
い
を
挑
み
壊
滅
的
に
敗
れ
逃
走
し
、
姿
を
く

ら
ま
せ
た
「
義
賢
の
弟
・
志
田
義
弘
」
が
大
将
と
し

て
戦
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
の
頼
朝
と
一

触
即
発
の
状
態
と
な
っ
た
。 

義
仲
は
、
こ
の
緊
張
状
態
を
和
解
に
持
ち
込
む
た

め
、
頼
朝
の
要
求
を
呑
み
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

三
月
、
長
男
の
「
木
曽
冠
者
義
高
」
を
鎌
倉
へ
人
質

と
し
て
送
っ
た
。 

い
ず
れ
は
頼
朝
の
長
女
・
大
姫
（
当
時
六
才
）
の

婿
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
十
一
才
の
少
年
で
あ

る
。 鎌

倉
と
の
和
解
が
成
立
し
た
義
仲
は
、
平
家
追
討

を
加
速
さ
せ
て
い
く
。
歴
史
上
の
物
語
と
し
て
有
名 

 

な
平
家
軍
と
の
戦
い
に
勝
利
し
、
こ
の
勢
い
で
、
比

叡
山
を
も
味
方
に
つ
け
て
、
一
気
に
平
家
を
西
海
に

追
い
や
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
後
白
河
法
皇
に
認
め

ら
れ
、
平
家
の
都
落
ち
を
深
追
い
し
、
水
島
で
平
家

軍
の
反
撃
に
遭
い
、
京
に
敗
走
し
て
く
る
。 

兵
糧
の
不
足
も
あ
り
、
洛
中
で
乱
暴
狼
藉
が
横
行

す
る
。
義
仲
は
公
家
社
会
の
権
謀
術
策
の
無
縁
な
直

情
を
顕
に
し
、
後
白
河
法
皇
、
公
家
、
町
衆
か
ら
嫌

わ
れ
て
く
る
。 

後
白
河
法
皇
は
秘
か
に
、
鎌
倉
の
頼
朝
へ
、
「
義

仲
懲
罰
」
の
院
宣
を
発
す
る
。
頼
朝
こ
れ
に
す
ば
や

く
反
応
し
、
源
範
頼
を
大
手
か
ら
、
源
義
経
を
搦
手

か
ら
出
発
さ
せ
、
義
仲
の
必
死
の
抵
抗
も
む
な
し
く
、

近
江
の
粟
津
ヶ
原
で
義
仲
は
討
ち
と
ら
れ
て
し
ま

う
。
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

享
年
三
十
一
才
の
波
乱
万
丈
の
生
涯
で
あ
っ
た 

 

源
頼
朝 

 

 

頼
朝
は
父
・
義
朝
と
は
ぐ
れ
永
暦
元
年
二
月
九
日

（
一
一
六
〇
）
、
平
頼
盛
の
郎
党
・
平
宗
清
に
捕
縛

さ
れ
、
京
・
六
波
羅
に
連
れ
て
い
か
れ
、
清
盛
か
ら

処
刑
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
清
盛
の
継
母
「
池
禅
尼
」

の
嘆
願
で
助
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
伊
豆
は
蛭
ヶ
小

島
へ
の
配
流
と
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
平
氏
・
平
清
盛
の
武
士
に
よ

る
政
権
が
強
め
ら
れ
、
「
平
氏
に
あ
ら
ず
ん
ば
人
に

あ
ら
ず
」
と
豪
語
す
る
平
家
一
門
の
繁
栄
が
、
清
盛

が
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
一
月
「
頼
朝
の
首
を
我

が
墓
前
に
供
え
よ
」
と
言
っ
て
逝
去
す
る
ま
で
の
約

二
十
年
間
続
く
の
で
あ
る
。 

平
治
の
乱
（
一
一
五
九
）
に
助
命
さ
れ
、
そ
の
翌

年
、
十
四
才
で
伊
豆
の
蛭
ヶ
小
島
に
配
流
さ
れ
た
源

氏
の
嫡
流
・
頼
朝
は
、
北
条
時
政
の
監
視
下
に
置
か

れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
行
動
は
余
り
縛
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
父
・
義
朝
と
先
祖
の
供
養
読
経
、
ま

た
、
時
政
の
長
男
・
宗
清
、
義
時
は
「
源
氏
の
棟

梁
」
と
し
て
敬
し
、
交
流
も
盛
ん
に
し
て
い
た
よ
う

で
す
。 
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ま
た
、
伊
東
国
の
豪
族
・
伊
東
祐
親
の
娘
・
八
重

姫
と
通
じ
子
を
も
う
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
激
怒

し
た
祐
親
に
命
を
狙
わ
れ
、
伊
豆
山
神
社
に
駆
け
込

み
事
な
き
を
得
た
り
、
い
ろ
い
ろ
と
自
由
な
行
動
を

し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

食
料
は
、
乳
母
の
「
比
企
局
」
の
里
（
埼
玉
県
東

松
山
近
辺
）
か
ら
、
流
人
生
活
の
二
十
年
間
送
ら
れ

て
き
た
よ
う
で
す
。
情
報
は
、
京
の
下
級
貴
族
「
三

善
康
信
」
が
月
に
三
度
、
京
の
政
情
を
送
っ
て
き
て

い
た
。 

さ
ら
に
は
、
京
は
神
護
寺
再
興
の
こ
と
で
、
後
白

河
法
皇
に
強
訴
し
怒
り
を
買
い
、
そ
し
て
、
伊
豆
に

流
さ
れ
て
き
た
「
文
覚
上
人
」
と
の
付
き
合
い
も
始

ま
り
、
文
覚
上
人
か
ら
は
平
氏
打
倒
を
強
く
勧
め
ら

れ
た
と
い
う
。 

ま
た
、
物
語
で
は
、
北
条
時
政
は
、
娘
の
「
政
子
」

を
、
伊
豆
の
目
代
・
山
木
兼
隆
に
嫁
が
せ
よ
う
と
し

た
が
、
政
子
は
頼
朝
と
恋
仲
と
な
り
、
伊
豆
山
神
社

に
、
今
度
も
駆
け
込
み
、
頼
朝
と
の
恋
を
実
現
し
た 

 

と
い
う
。
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
に
は
、
長
女
の

「
大
姫
」
が
誕
生
し
た
。 

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
以
仁
王
の
令
旨
が
、
頼

朝
の
も
と
に
届
き
、
こ
の
令
旨
が
諸
国
の
源
氏
に
行

き
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
、
平
清
盛
の
怒
り
と
な
っ

て
、
各
地
の
平
氏
に
よ
る
源
氏
狩
り
が
始
ま
っ
た
。 

四
国
・
土
佐
に
流
さ
れ
て
い
た
弟
の
「
希
義
」
の

殺
害
も
頼
朝
に
知
ら
さ
れ
、
い
ず
れ
頼
朝
も
狙
わ
れ

る
こ
と
は
明
白
に
な
っ
た
。 

八
月
一
七
日
は
豪
雨
と
な
っ
た
が
、
北
条
宗
時
ら

三
百
騎
を
も
っ
て
、
三
島
神
社
の
夜
祭
に
紛
れ
、
ま

ず
は
、
目
代
の
山
木
兼
隆
を
誅
殺
し
「
石
橋
山
」
で

平
氏
討
伐
の
旗
揚
げ
を
し
た
。 

こ
の
時
に
も
政
子
と
大
姫
は
伊
豆
山
神
社
に
匿

わ
れ
た
。
そ
し
て
、
父
の
時
政
と
義
時
は
甲
斐
源
氏

に
援
軍
依
頼
に
鎌
倉
を
離
れ
た
。 

頼
朝
は
旗
挙
げ
当
初
は
敗
れ
る
が
、
十
月
に
は
二

万
の
大
軍
を
率
い
て
鎌
倉
へ
凱
旋
す
る
と
、
す
ぐ
に

大
倉
御
所
の
創
設
を
図
っ
た
。 

 

ま
た
、
平
維
盛
率
い
る
平
家
の
大
群
も
富
士
川
の

戦
い
で
追
い
や
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
常
陸
国
の
志

田
義
弘
（
義
朝
の
弟
）
の
、
頼
朝
へ
の
反
旗
を
翻
し

た
の
も
蹴
散
ら
し
て
し
ま
う 

武
蔵
国
を
平
定
し
、
甲
斐
源
氏
、
足
利
源
氏
も
鎌

倉
幕
府
創
設
に
は
馳
せ
参
じ
、
頼
朝
は
少
年
期
を
京

の
公
家
社
会
で
育
ち
、
そ
の
政
治
力
を
見
習
っ
た
の

か
、
着
々
と
鎌
倉
幕
府
の
形
を
整
備
し
て
い
く
。 

翌
年
、
平
清
盛
が
逝
去
し
、
以
仁
王
の
遺
児
・
北

陸
宮
を
拝
戴
し
、
京
の
都
で
の
振
る
舞
い
が
、
後
白

河
法
皇
に
嫌
わ
れ
た
「
義
仲
」
へ
の
討
伐
の
院
宣
が

発
せ
ら
れ
、
義
仲
は
誅
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

義
高
と
大
姫 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
鎌
倉
に
い
る
「
木
曽

冠
者
義
高
の
処
遇
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
過
っ
て

「
父
・
義
朝
」
を
殺
さ
れ
、
そ
の
恨
み
を
忘
れ
ず
に

い
た
頼
朝
と
し
て
は
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
義
高
を
生 
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か
し
て
お
く
こ
と
は
、
少
年
と
い
え
ど
も
危
な
い
と

考
え
た
。
こ
の
心
情
は
妻
・
政
子
と
大
姫
に
も
伝
わ

っ
て
き
ま
す
。 

将
来
は
、
大
姫
と
の
二
人
の
幸
せ
の
世
界
を
考
え

て
い
た
で
あ
ろ
う
幼
い
義
高
も
身
の
危
険
を
感
じ

て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

義
高
は
、
頼
朝
の
妻
・
政
子
と
大
姫
の
計
ら
い
で
、

元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
四
月
二
一
日
の
夜
明
け
前
、

義
高
を
女
装
さ
せ
、
大
姫
の
女
房
た
ち
が
義
高
を
囲

ん
で
屋
敷
か
ら
出
し
ま
し
た
。 

馬
蹄
に
は
真
綿
が
巻
か
れ
、
蹄
の
音
を
聞
か
れ
な

い
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
義
高
の
寝
床
に
は
、

木
曽
か
ら
の
付
添
人
「
海
野
幸
氏
」
が
臥
し
、
日
が

昇
る
と
双
六
を
し
て
い
る
義
高
の
身
代
わ
り
を
し

て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
夜
に
な
り
義
高
の
脱
出
は
露
見
し
ま
す
。

頼
朝
は
怒
り
、
す
ぐ
に
堀
親
家
以
下
の
者
に
義
高
を

見
つ
け
出
し
討
ち
取
る
よ
う
に
命
じ
ま
す
。 

 

 

鎌
倉
を
脱
出
し
、
過
っ
て
祖
父
・
源
義
賢
の
居
た

大
蔵
舘
（
現
在
の
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
）
を
目
指

し
た
が
、
五
日
後
の
四
月
二
六
日
、
入
間
宿
ま
で
来

た
時
、
討
手
に
追
い
つ
か
れ
、
討
ち
果
た
さ
れ
て
し

ま
う
。 

義
高
が
討
ち
果
た
さ
れ
た
報
を
知
ら
さ
れ
た
政

子
は
、
直
接
、
義
高
に
刀
を
掛
け
た
藤
内
光
澄
を
打

ち
首
に
し
て
し
ま
う
。 

し
か
し
、
大
姫
の
衝
撃
は
深
か
っ
た
。
飲
み
物
さ

え
も
喉
を
通
ら
な
い
ほ
ど
心
の
傷
跡
は
、
そ
の
後
も

癒
さ
れ
ず
、
う
つ
状
態
が
長
く
続
い
た
。
「
義
高
恋

し
」
の
一
念
で
あ
る
。 

心
を
慰
め
る
一
環
で
あ
ろ
う
か
、
父
・
頼
朝
は
、

文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
、
大
姫
に
対
し
南
御
堂
（
勝

長
寿
院
）
へ
静
御
前
を
呼
ん
で
舞
を
見
せ
た
り
、
ま

た
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
の
舞
を
見
て
も
、
大
姫
の
容
体

は
一
向
に
良
く
な
ら
ず
、
そ
の
後
一
進
一
退
を
繰
り

返
し
た
。 

 

 

頼
朝
は
大
姫
の
気
分
転
換
の
た
め
に
妹
の
子
・
一

条
孝
能
を
婿
の
候
補
に
勧
め
た
が
、
大
姫
は
強
い
て

結
婚
さ
せ
る
な
ら
、
深
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ぬ
と
い

う
。
こ
れ
に
は
頼
朝
も
、
ほ
と
ほ
と
困
り
果
て
て
し

ま
っ
た
。 

大
姫
が
一
五
歳
く
ら
い
の
時
、
後
鳥
羽
天
皇
の
妃

と
い
う
玉
の
輿
が
持
ち
上
が
る
。
頼
朝
の
考
え
は
、

大
姫
も
納
得
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。 

そ
し
て
、
行
く
末
は
、
皇
子
が
誕
生
し
天
皇
の
位

に
就
い
た
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今
よ
り
は
る
か
に

大
き
な
力
を
朝
廷
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思

っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
大
姫
の
鬱
は
、
結
局
は
快
癒
せ
ず
、
頼

朝
の
思
惑
が
実
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
建
久
八
年

（
一
一
九
七
）
二
十
才
の
生
涯
を
終
え
た
。 

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
一

月
、
源
頼
朝
も
波
瀾
万
丈
の
生
涯
を
閉
じ
る
の
で
あ

る
。 

（
参
考
文
献
・
山
川
出
版
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
） 

完 
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